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上尾市教育委員会２月定例会 議案 
  



 

 

議   案   名  

 

議案第１０号  上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規則の

制定について  ------------------------------------------------------ １  

議案第１１号  上尾市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制

定について  --------------------------------------------------------- ３  

議案第１２号  上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について  ------------------------------------------------ ４  

議案第１３号  上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・

健康確保措置実施計画の策定について  ----------------------- ５  

議案第１４号  令和８年度上尾市立小・中学校教育指導基本方針の策

定について  --------------------------------------------------------- ６  

議案第１５号  公文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決に

ついて  -------------------------------------------------------------- ７  

議案第１６号  令和８年度当初教職員人事異動に係る内申について  ----- １２  

 

  



 

 

議案第１０号  

   上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規則の制定について  

 上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規則を次のように定める。  

令和８年２月１９日提出  

上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛  

   上尾市教育委員会に対する請願の処理に関する規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、上尾市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に

対する請願の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（請願書の提出）  

第２条  教育委員会に対し請願しようとする者は、請願書を提出しなければ

ならない。  

２  請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の氏名

及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地）を記載

しなければならない。  

（請願書の処理）  

第３条  前条の請願書を受理したときは、上尾市教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）は、速やかに教育委員会の会議に付するものとする。  

（教育長の専決）  

第４条  教育長は、前条の規定にかかわらず、請願で軽易な事項について

は、適宜これを処理することができる。緊急その他やむを得ない事情のあ

るときも、また同様とする。  

２  教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を教育委員会の会

議に報告しなければならない。  

（意見陳述の機会）  

第５条  請願者は、教育委員会が許可したときは、教育委員会の会議におい

て口頭で意見を述べること（次項において「意見陳述」という。）ができ

る。  

２  意見陳述を希望する請願者は、請願書の提出と同時にその旨を申し出な

ければならない。  

 （通知）  

第６条  教育委員会は、請願の処理の結果を請願者に通知するものとする。  
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（委任）  

第７条  この規則に定めるもののほか、請願の処理に関し必要な事項は、教

育長が定める。  

   附  則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  上尾市教育委員会に対する請願の処理に関し必要な事項を定めたいので、

この案を提出する。  

2



 

 

議案第１１号  

上尾市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について  

上尾市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように定める。  

令和８年２月１９日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

上尾市学校運営協議会規則の一部を改正する規則  

上尾市学校運営協議会規則（平成３０年上尾市教育委員会規則第５号）の

一部を次のように改正する。  

第３条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。  

 (4) 業務量管理及び健康確保措置の実施に関すること。  

附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督

する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措

置に関する指針の改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出

する。  
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議案第１２号  

上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規則の制定について  

上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。  

令和８年２月１９日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

上尾市学校給食実施条例施行規則の一部を改正する規則  

上尾市学校給食実施条例施行規則（令和７年上尾市教育委員会規則第６号）

の一部を次のように改正する。  

附則に次の見出し及び２項を加える。  

 （学校給食費の額の特例）  

９  小学校に係る学校給食費負担者（児童生徒が学校給食を受ける場合にお

ける当該児童生徒の保護者を除く。）から令和８年３月分に係る学校給食

費を徴収する場合における第４条第１項第２号及び第３項第２号の規定の

適用については、同条第１項第２号中「５，０００円」とあるのは「５，

７００円」と、同条第３項第２号中「３００円」とあるのは「３１０円」

とする。  

１０  中学校に係る学校給食費負担者（児童生徒が学校給食を受ける場合に

おける当該児童生徒の保護者を除く。）から令和８年３月分に係る学校給

食費を徴収する場合における第４条第１項第４号及び第３項第４号の規定

の適用については、同条第１項第４号中「５，９５０円」とあるのは「７，

０００円」と、同条第３項第４号中「３６０円」とあるのは「３８０円」

とする。  

附  則  

この規則は、令和８年３月１日から施行する。  

 

 

提案理由  

  上尾市の設置する学校において、学校給食法第３条の規定に基づき実施

する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を改正したいの

で、この案を提出する。  
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議案第１３号  

上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実

施計画の策定について  

上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計

画を下記のとおり定める。  

令和８年２月１９日提出  

上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

別冊「上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置

実施計画」のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部

改正に伴い、教育職員の服務を監督する教育委員会による計画の策定が義

務付けられたことにより、上尾市立小・中学校の教育職員に関する業務量

管理・健康確保措置実施計画を策定したいので、この案を提出する。  

5



 

 

議案第１４号  

令和８年度上尾市立小・中学校教育指導基本方針の策定について  

 令和８年度上尾市立小・中学校教育指導基本方針を下記のとおり策定す

る。  

  令和８年２月１９日提出  

           上尾市教育委員会教育長    西  倉   剛  

 

記  

別冊「令和８年度上尾市立小・中学校教育指導基本方針」のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市教育振興基本計画の基本理念である「夢を育み  未来を創る  上

尾の教育」を実現させるため、令和８年度上尾市立小・中学校教育指導基

本方針を策定したいので、この案を提出する。  
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議案第１５号  

公文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について  

公文書非公開決定処分に係る審査請求について、別紙のとおり裁決する。  

令和８年２月１９日提出  

上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

公文書非公開決定処分に係る審査請求について、認容し、当該処分を取

り消す裁決をしたいので、この案を提出する。  
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別紙  

 

裁  決  書  

審査請求人  

住所   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

氏名   ＊＊＊＊＊  

 

処  分  庁  上尾市教育委員会  

 

 審査請求人が令和７年１２月２３日に提起した審査請求人に対する令和７

年１０月２０日付け上教学第５８０－５号の公文書非公開決定処分（以下

「本件処分」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請求」という。）

について、次のとおり裁決する。  

 

主文  

 本件処分を取り消す。  

 

第１  事案の概要  

 １  審査請求人は、上尾市情報公開条例（平成１１年上尾市条例第３０号。

以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、令和７年１０月

６日付けで、【資料】記載の（４）において、「休憩時間を与えなけれ

ばならない」とされているが  職員が休憩時間を取るには，  男女別の独

立した休憩室があることが必須条件である。そこで，上尾小・大石小・

上尾中・大谷中の各校に「男女別の独立した休憩室」があるか否かが判

別できる文書・資料等（以下「本件対象文書」という）を公開請求した。  

 ２  処分庁は、本件対象文書について、条例第１１条第３項の規定に基づ

き、令和７年１０月２０日付け上教学第５８０－５号において、請求内

容が判別できる文書・資料等は、保有されていないことを理由として本

件処分を行い、その旨を審査請求人に通知した。  

３  審査請求人は、令和７年１２月２３日、本件処分を不服として、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、本件処

分を取り消し、請求した本件対象文書等に関し、公開決定の処分をする
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よう審査庁に対して本件審査請求を提起した。  

 

第２  審理関係人の主張  

 １  審査請求人の主張  

   本件対象文書について、本件処分の理由として請求内容が判別できる

文書・資料等は、保有されていないとしているが、開示を求めた４校に

は、職員会議等の資料、あるいは新入学児童・生徒保護者説明会等の際

に配布された「教室等配置図」もしくは同趣旨の文書・資料等が保有さ

れていると考えられ、請求人は、「○○学校教室等配置図」（または同

趣旨の文章・資料等）が開示されれば十分であり、配置図の中に「休憩

室」が見当たらなければ「配置図に職員休憩室の記載が見当たらないた

め、明示的な職員休憩室が設けられていない可能性がある」と判断する

ことが可能である。  

また、「５８０－５文書」の「担当課」欄には、学校教育部学務課と

記載されており、情報公開請求の実務を担う現在の学務課の副参事兼課

長、主幹、副主幹はいずれも上尾市内の教職員として勤務経験を有して

いる。つまり、担当の職員は学校の状況をよく理解しているはずであり、

「学校内の部屋のことならば、教室等配置図を示すことができる」とい

う発想・判断がされて当然であると考える。   

さらに、担当課として文書・資料等を特定する際に、「○○学校教室

等配置図」が当該資料にあたるかの判断に迷った際に、請求人に連絡を

せずに、「文書不存在による非公開処分」とするのは、処分庁として、

当該文書・資料等を渉猟したうえでの判断とは言えない。  

  

２  処分庁の主張  

本件対象文書について、「男女別の独立した休憩室」について特化し

ている文書・資料と捉え、本件処分を行った。  

しかし、開示を求められた４校は、審査請求人が主張する「教室配置  

図」を保有していることから、本件対象文書を公開することができるこ

とを認める。  
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第３  理由  

   本件対象文書を保有しているにもかかわらず、本件処分を行ったこと

は過誤であると認められるため、審査請求人の主張には理由がある。  

 

第４  結論  

   以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査

法第４６条第１項の規定により、主文のとおり裁決する。  

   なお、本裁決に併せ、行政不服審査法第４６条第２項第２号の規定に

より、本件対象文書等に係る公開請求については、その全部を公開する

旨の処分をすることとする。  

 

令和８年   月   日  

 

審査庁  上尾市教育委員会  

 

 

教示  

１  この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、上尾市を被告として（訴訟において上尾市を代表

する者は上尾市教育委員会となります。）、裁決の取消しの訴えを提起

することができます。  

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とし

た処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはで

きません。  

処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、上尾市を被告として（訴訟において上

尾市を代表する者は上尾市教育委員会となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます。  

２  ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から

起算して１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの

訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるとき
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は、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して１年を経過し

た後であっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起するこ

とが認められる場合があります。  
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議案第１６号  

令和８年度当初教職員人事異動に係る内申について  

令和８年度当初教職員人事異動について、下記のとおり、埼玉県教育委員

会に内申する。  

令和８年２月１９日提出  

          上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

１  人事異動の実施日   令和８年４月１日  

２  内申の内容      別冊「令和７年度当初学校管理職員人事異動

（案）」のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  市立学校の校長及び教頭に係る令和８年度当初人事異動について、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第３８条の規定に基づき、埼玉県教

育委員会に内申したいので、この案を提出する。  
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